
平
成
十
九
年
二
月
十
六
日
提
出

質

問

第

七

六

号

外
務
事
務
次
官
の
モ
ス
ク
ワ
出
張
へ
の
欧
州
局
長
、
ロ
シ
ア
課
長
の
同
行
の
必
要
性
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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外
務
事
務
次
官
の
モ
ス
ク
ワ
出
張
へ
の
欧
州
局
長
、
ロ
シ
ア
課
長
の
同
行
の
必
要
性
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
六
六
第
三
八
号
）
を
踏
ま
え
追
加
質
問
す
る
。

一

「
前
回
答
弁
書
」
で
は
、
「
外
務
省
と
し
て
は
、
御
指
摘
の
局
長
及
び
課
長
の
モ
ス
ク
ワ
へ
の
出
張
に
つ
い
て
は
、
二
千

七
年
一
月
二
十
三
日
及
び
二
十
四
日
に
モ
ス
ク
ワ
で
行
わ
れ
た
第
一
回
日
露
戦
略
対
話
に
お
い
て
谷
内
外
務
事
務
次
官
を
補

佐
す
る
等
の
両
人
の
役
割
等
に
か
ん
が
み
、
そ
の
必
要
が
あ
っ
た
と
認
識
し
て
い
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
、
「
第
一
回
日
露
戦
略
対
話
に
お
い
て
谷
内
外
務
事
務
次
官
を
補
佐
す
る
等
の
両
人
の
役
割
等
」
の
内
容
を
具
体
的
に
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

外
務
省
に
お
い
て
、
出
張
の
際
の
航
空
券
の
購
入
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
か
。

三

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
原
田
親
仁
欧
州
局
長
の
交
通
費
は
九
十
六
万
八
千
五
十
円
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
が
、
そ
の
内
訳
、
並
び
に
航
空
機
の
利
用
ク
ラ
ス
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
交
通
費
と
し
て
か
か
る
額
が
支
出
さ

れ
た
こ
と
は
、
他
省
庁
職
員
の
出
張
、
民
間
の
基
準
と
比
較
し
て
外
務
省
は
適
当
と
考
え
る
か
。

四

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
松
田
邦
紀
ロ
シ
ア
課
長
の
交
通
費
は
八
十
四
万
八
千
四
百
二
十
五
円
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
が
、
そ
の
内
訳
、
並
び
に
航
空
機
の
利
用
ク
ラ
ス
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
交
通
費
と
し
て
か
か
る
額

一



が
支
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
他
省
庁
職
員
の
出
張
、
民
間
の
基
準
と
比
較
し
て
外
務
省
は
適
当
と
考
え
る
か
。

五

「
前
回
答
弁
書
」
に
お
い
て
、
日
当
と
し
て
原
田
親
仁
欧
州
局
長
に
は
四
万
千
二
百
円
、
松
田
邦
紀
ロ
シ
ア
課
長
に
は
四

万
五
百
円
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
右
日
当
に
は
所
得
税
の
課
税
が
な
さ
れ
て
い
る
か
。
課
税
が

免
除
さ
れ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
令
上
の
根
拠
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


